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質
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衆
議
院
議
員
野
間
友
一
君
提
出
ア
メ
リ
カ
の
グ
レ
ナ
ダ
侵
略
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す

る
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三 

衆
議
院
議
員
野
間
友
一
君
提
出
ア
メ
リ
カ
の
グ
レ
ナ
ダ
侵
略
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

一
及
び
二
の

2
に
つ
い
て 

今
回
の
事
件
に
関
し
て
は
、
政
府
と
し
て
は
、
実
力
行
使
を
含
む
事
態
の
発
生
を
見
る
に
至
つ
た
こ
と
は
遺

憾
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
他
方
、
今
回
の
米
国
の
行
動
に
つ
い
て
は
、
米
国
人
の
安
全
確
保
の
問
題
や
、
関

係
諸
国
の
強
い
要
請
等
の
事
情
が
あ
つ
た
と
理
解
し
て
い
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
一
日
も
早
く
事
態
が
安
定

化
し
、
米
国
を
含
む
外
国
軍
隊
の
撤
兵
が
実
現
す
る
こ
と
を
望
む
も
の
で
あ
る
。 

二
の

1
並
び
に
四
の

1
の
ア
、
四
の

2
及
び

3
に
つ
い
て 

(1) 

米
国
政
府
は
、
今
回
の
派
兵
の
根
拠
と
し
て
、
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。 

ア 

米
国
は
、
東
カ
リ
ブ
海
諸
国
機
構
加
盟
国
か
ら
同
機
構
設
立
条
約
に
基
づ
く
集
団
的
措
置
に
援
助
を
与

え
る
よ
う
要
請
さ
れ
た
。 



二
の

3
に
つ
い
て 

(1) 

ソ
連
に
よ
る
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
侵
入
に
つ
い
て
は
、
侵
入
が
開
始
さ
れ
た
当
時
、
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
に
同

国
を
有
効
に
支
配
す
る
正
当
政
府
が
存
在
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ソ
連
軍
が
同
国
に
侵
入
し
、
同
国 

(3) 

「
予
防
的
防
衛
」
と
は
い
か
な
る
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
の
か
明
ら
か
で
は
な
く
、
ま
た
、
我
が
国
は
東

カ
リ
ブ
海
諸
国
機
構
設
立
条
約
に
つ
い
て
有
権
的
に
解
釈
す
る
立
場
に
は
な
い
。 

(2) 

こ
の
よ
う
な
米
国
政
府
の
説
明
に
あ
る
事
実
関
係
を
前
提
と
す
る
限
り
、
米
国
の
行
動
は
、
国
際
法
上
合

法
と
認
め
ら
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
政
府
と
し
て
は
、
前
提
と
な
つ
て
い
る
事
態
の
詳
細
に
つ
い
て
承
知

し
て
い
な
い
の
で
、
最
終
的
な
法
的
判
断
を
述
べ
る
立
場
に
な
い
。 

ウ 

グ
レ
ナ
ダ
在
留
の
米
国
民
保
護
の
た
め
の
活
動
は
、
国
際
法
上
の
諸
原
則
に
よ
つ
て
正
当
化
さ
れ
る
。 

イ 

こ
の
集
団
的
措
置
は
、
グ
レ
ナ
ダ
に
お
い
て
、
ビ
シ
ョ
ッ
プ
首
相
殺
害
（
十
月
十
九
日
）
以
後
政
府
が
機

能
し
な
く
な
つ
た
状
況
の
下
で
、
ス
ク
ー
ン
総
督
の
要
請
に
応
じ
て
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。 

四 

 



四
の

1
の
イ
に
つ
い
て 

三
に
つ
い
て 

(2) 
他
方
、
米
国
の
今
回
の
行
動
に
つ
い
て
は
、
米
国
政
府
は
前
述
の
と
お
り
の
説
明
を
し
て
お
り
、
そ
の
説

明
に
よ
れ
ば
、
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
の
場
合
と
グ
レ
ナ
ダ
の
場
合
と
で
は
、
本
質
的
な
差
が
存
在
す
る
の
で
、

同
一
に
は
論
じ
得
な
い
。 

米
国
政
府
の
説
明
に
よ
れ
ば
、
グ
レ
ナ
ダ
の
革
命
軍
事
評
議
会
は
、
十
月
二
十
四
日
に
空
港
を
開
き
外
国
人

の
退
去
を
許
可
す
る
と
し
て
い
た
が
、
実
際
に
は
実
現
さ
れ
な
か
つ
た
た
め
、
今
回
の
よ
う
な
措
置
を
執
つ
た

と
さ
れ
て
い
る
。 

米
軍
の
グ
レ
ナ
ダ
派
兵
に
つ
い
て
は
、
事
後
に
お
い
て
在
日
米
国
大
使
館
か
ら
、
米
軍
の
派
兵
の
事
実
及
び

そ
の
理
由
に
つ
い
て
口
頭
で
簡
単
な
説
明
が
あ
つ
た
。 

政
府
を
倒
し
た
こ
と
は
、
周
知
の
事
実
で
あ
る
。 

五 

 



 

六 
四
の

1
の
ウ
に
つ
い
て 

グ
レ
ナ
ダ
の
革
命
軍
事
評
議
会
が
、
十
月
二
十
四
日
に
空
港
を
開
き
外
国
人
の
退
去
を
許
可
す
る
と
し
て
い

た
と
の
米
国
政
府
の
説
明
に
つ
い
て
は
、
在
米
国
大
使
館
か
ら
情
報
を
得
た
。
在
ト
リ
ニ
ダ
ッ
ド
・
ト
バ
ゴ
大

使
館
に
お
い
て
は
、
グ
レ
ナ
ダ
の
在
留
外
国
人
の
安
全
に
つ
い
て
確
た
る
情
報
は
得
ら
れ
な
か
つ
た
。
な
お
、

グ
レ
ナ
ダ
に
在
留
邦
人
が
い
な
い
と
の
報
告
は
得
て
い
る
。 

五
に
つ
い
て 

米
国
が
、
グ
レ
ナ
ダ
総
督
に
臨
時
政
府
を
樹
立
さ
せ
る
計
画
を
有
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
承

知
し
て
い
な
い
。 

右
答
弁
す
る
。 




